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船舶事故調査報告書 

 

                               平成２４年２月２３日 

                        運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                           委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                           委   員  庄 司 邦 昭 

                           委   員  石 川 敏 行 

委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２３年１月２４日 ０８時４８分ごろ 

発生場所 
 

大分県津久見市保
ほ

戸
と

島東方沖  

津久見市所在の高甲岩
たかごういわ

灯台から真方位１０３°２.６海里（Ｍ）付近 

（概位 北緯３３°０６.２′ 東経１３２°０４.８′） 

事故調査の経過  平成２３年１月２５日、本事故の調査を担当する主管調査官（門司事務

所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 漁船 第八十一大洋
たいよう

丸、１７.６２トン 

   ＥＨ２－６２１０（漁船登録番号）、個人所有 

   １４.９８ｍ（Lr）×３.６０ｍ×１.４１ｍ、ＦＲＰ 

   ディーゼル機関、漁船法馬力数１２０、昭和５２年９月２２日 

Ｂ 漁船 晃栄
こうえい

、２.１トン 

   ＯＴ３－４８７５８（漁船登録番号）、個人所有 

   ８.２０ｍ（Lr）×２.４８ｍ×０.７９ｍ、ＦＲＰ 

   ディーゼル機関、漁船法馬力数５０、昭和６３年１０月３１日 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ７１歳 

   一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日 昭和５０年３月１９日 

    免許証交付日 平成２０年１２月１７日 

           （平成２６年６月２９日まで有効） 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ７２歳 

一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日 昭和５５年８月１２日 

    免許証交付日 平成１９年５月１０日 

           （平成２４年７月９日まで有効） 

 死傷者等 なし 

 損傷等 Ａ 左舷船首部外板に塗料付着 

Ｂ 操舵室上部を圧壊、左舷船尾ブルワーク及び外板に亀裂及び擦過傷、

マスト及び船尾オーニング支柱を折損 

 事故の経過 

 

 

 Ａ船は、船長Ａが１人で乗り組み、愛媛県西予
せいよ

市三瓶
みかめ

港に帰港するた

め、約８ノット（kn）の対地速力で保戸島東方沖を北東進していた。 

船長Ａは、左方から寄せる横波の影響を受けて船首が振れるので、操舵

室右側に立って手動操舵により針路を保つことに注意を払っていた。 

船長Ａは、衝突に気付かずに航行を続け、通報により到着した巡視艇か
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ら衝突したことを知らされた。 

 Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、一本釣り漁を行いながら保戸島東方

沖を約２.５kn の対地速力で西進中、左舷船首方から接近するＡ船及びＡ

船と同航する他船（以下「Ｃ船」という。）に気付いた。 

船長Ｂは、右舷船尾部に腰を掛けたり、立ち上がったりして操船をして

いたところ、Ｃ船がＢ船の船尾方を通過したので、同様に通過していくも

のと思ってＡ船を見ていたが、Ａ船が至近に迫ってきたので危険を感じ、

リモコンにより右舵を取り、エンジンを停止したが、平成２３年１月２４

日０８時４８分ごろＡ船の左舷船首部とＢ船の左舷船尾部とが衝突した。 

 両船は、共に自航して津久見市津久見港に入港した。 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 西、風力 ３、視界 良好 

海象：波高 約１ｍ、潮汐 上げ潮の末期 

 その他の事項  船長Ａは、レーダーのレンジを３Ｍと１２Ｍとを交互に使用していた。 

 船長Ａは、約１６時間にわたって業務に当たっていた。 

船長Ａは、疲労していた。 

船長Ａは、救命胴衣を着用していた。 

 船長Ｂは、救命胴衣を搭載していたが、着用していなかった。 

分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

あり 

なし 

なし 

Ａ船は、保戸島東方沖を北東進中、船長Ａが、

横波の影響で振れる船首に対応しようとして手動

操舵により針路を保つことに注意を払い、適切な

見張りを行っていなかったことから、Ｂ船と接近

していることに気付かずに航行し、Ｂ船と衝突し

たものと考えられる。 

 Ｂ船は、保戸島東方沖を操業しながら西進中、

船長Ｂが、接近するＡ船を視認していたが、Ａ船

がＢ船を避航するものと思い込み、衝突直前まで

同じ針路及び速力で航行し、Ａ船と衝突したもの

と考えられる。 

原因  本事故は、保戸島東方沖において、Ａ船が北東進中、Ｂ船が操業しなが

ら西進中、船長Ａが適切な見張りを行わず、また、船長Ｂが、Ａ船が避航

するものと思い込み、衝突直前まで同じ針路及び速力で航行したため、両

船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考えられ

る。 

 ・レーダーを有効に活用し、常時適切な見張りを行うこと。 

 




